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１【提出理由】

当社は、株式会社オージス総研（以下、「一審原告」）より提起されていた損害賠償等請求控訴事件について、和

解が成立したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の

規程に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該控訴の解決があった年月日

　　2025年３月17日

 
(2) 和解した者の名称、住所及び代表者の氏名

名　　　　称　　株式会社オージス総研

所　 在 　地　　大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２番３７号

代表者の氏名　　代表取締役社長　吉村　和彦

 
(3) 和解に至った経緯

2024年11月１日付「当社に対する控訴の提起に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2024年３月

27日に、前橋地方裁判所から当社の反訴請求における請求金額を全額認め、一審原告の本訴請求について請求

額の１割程度を認容する判決の言い渡しを受けました。これに対して一審原告被告双方が控訴しておりました

が、この度、東京高等裁判所から和解の提案があり、双方がその内容が合理的であると判断したことから、和

解に至ったものです。

 
(4) 和解内容及び和解金額

当社が、一審原告に対して、解決金として485百万円の支払いを行うことなどを内容とする和解が成立しまし

た。なお、和解内容の詳細に関しては、和解条項に含まれる秘密保持義務に基づき公開は差し控えさせていた

だきます。

 
以　上
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